
通所リハビリテーションご利用料 2024.6.1

算定項目／要介護度 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
通所リハサービス費 715 850 981 1137 1290

サービス提供体制加算※1 22 22 22 22 22
リハビリテーション提供体制加算 24 24 24 24 24

合計単位 761 896 1027 1183 1336
地域加算（×10.66円） 8112 9551 10947 12610 14241
ご利用者負担（2割） 1623円 1911円 2190円 2522円 2849円

食事代 810円 810円 810円 810円 810円
日用品費（選択制）※ 52円 52円 52円 52円 52円
嗜好品費（選択制）※ 82円 82円 82円 82円 82円

教養娯楽費（選択制）※ 150円 150円 150円 150円 150円
合計ご利用料 2717円 3005円 3284円 3616円 3943円

※日用品費・嗜好品費・教養娯楽費はご希望による

その他加算項目 単位 （×10.66円） ご負担（2割） 実費ご負担項目 金額

入浴加算（Ⅰ） 40 426 86円／回 尿取りパット 41円

入浴加算（Ⅱ）※2 60 639 128円／回 装着パット 41円

リハビリマネジメント加算（イ）※3 560 5969 1194円／月 尿取りパットＬ 62円

リハビリマネジメント加算（イ）※4 240 2558 512円／月 尿取りパットＬＬ 82円

リハビリマネジメント加算（ロ）※5 593 6321 1265円／月 オムツカバー 123円

リハビリマネジメント加算（ロ）※6 273 2910 582円／月 オムツカバーＬ 123円

リハビリマネジメント加算（ハ）※7 793 8453 1691円／月 リハビリパンツＭ 113円

リハビリマネジメント加算（ハ）※8 473 5042 1009円／月 リハビリパンツＬ 123円

ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算　※9 270 2878 576円／月

短期集中個別リハ実施加算※10 110 1172 235円／回
認知症短期集中リハ実施加算（Ⅰ）※11 240 2558 512円／回
認知症短期集中リハ実施加算（Ⅱ）※12 1920 20467 4094円／月
生活行為向上リハビリテーション実施加算※13 1250 13325 2665円／月

栄養アセスメント加算※14 50 533 107円／月

栄養改善加算※15 200 2132 427円／月
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）※16 20 213 43円／6月
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）※17 5 53 11円／6月

口腔機能向上加算（Ⅰ）※18 150 1599 320円／回

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ※19 155 1652 331円／回

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ※20 160 1705 341円／回

科学的介護推進体制加算※21 40 426 86円／月

移行支援加算※22 12 127 26円／月

中重度者ケア体制加算※23 20 213 43円／日
若年性認知症利用者受入加算※24 60 639 128円／日

重度療養管理加算※25 100 1066 214円／回

退院時共同指導加算※26 600 6396 1280円／回

送迎減算 -47 -501 -101円／回

介護職員等処遇改善加算Ⅰ※30

※各加算の算定要件及び注釈は次頁に記載しております。

（1日／１回あたりの単位）

令和6年6月から

介護老人保健施設　青葉の郷
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※1　介護職員のうち介護福祉士を70％以上配置または勤続10年以上の介護福祉士を25％以上配置していること
※2　・医師等がご利用者の居宅を訪問し、浴室におけるご利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、居宅の浴室が、ご利用

　　　　者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員

　　　　と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと
　　　・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、ご利用者の身体の状況や訪問により把握した居宅の浴室の環境等

　　　　を踏まえた個別の入浴計画を作成すること
　　　・上記の入浴計画に基づき、個浴その他のご利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと
※3　　以下の要件に適合し、通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、同意を得た月から起算して6月以内
　　　・医師が事業所の理学療法士、作業療法士、若しくは言語聴覚士に対し、利用者に対するリハビリテーションの目的に加えて、開始前又は

　　　　実施中の留意事項、やむを得ず中止する際の基準、利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
　　　・指示を行った医師又は指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が上記の基準に適合すると明確に分かるように記録を

　　　　すること。
　　　・リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該会議の

　　　　内容を記録すること。
　　　・通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して

　　　　説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
　　　・通所リハビリテーション計画の同意を得た月から起算して6月以内の場合にあっては1月に１回以上、6月を超えた場合に合っては3月に1回以上リハビリ

　　　　会議を開催し利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していること。
　　　・通所リハビリテーション計画について、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーション
　　　　計画等について医師の代わりにご利用者またはご家族に対して説明をし、同意を得ること。説明した内容等について医師へ報告する。

　　　・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、

　　　　自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
　　　・以下のいずれかに適合すること。
　　　　1.理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置づけた指定訪問看護の事業その他の指定居宅サービスに該当する

　　　　　事業に係る従業者と利用者の居宅を訪問し、当該従事者に対し、リハビリテーションにおける専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び　

　　　　日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
　　　 2.理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに

　　　　関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
※4　※3の要件に適合し、通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、同意を得た月から起算して6月を超えた期間
※5　下のいずれにも適合すること。
　　　以下の要件に適合し、通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、同意を得た月から起算して6月以内
　　　・※3の要件に適合すること。
　　　・利用者ごとの通所リハビリテーション計画等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他

　　　　リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※6　※5の要件に適合し、通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、同意を得た月から起算して6月を超えた期間
※7　以下のいずれにも適合し、通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、同意を得た月から起算して6月以内
　　　※5の要件に適合し、以下のいずれにも適合すること。
　　　・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
　　　・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。
　　　・利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の

　　　　健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
　　　・利用者ごとに、関係職種が通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の

　　　　栄養状態に関する情報を相互に共有すること。
　　　・共有した情報を踏まえ、必要に応じて」通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。

※8　※7の要件に適合し、通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、同意を得た月から起算して6月を超えた期間
※9　・リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、同意を得た場合。
※10　ご利用者に対して、集中的に個別リハビリテーションを行った場合に加算する（退院及び退所日又は認定日から起算して3月以内）

※11　認知症であると医師が判断し、退院（所）又は通所開始日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った

　　　　場合（週2日限度）
※12　退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内に以下いずれにも適合すること。
　　　・1月に4回以上リハビリテーションを実施すること。
　　　・リハビリテーションの実施頻度、場所及び時間等が記載された計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーショ
　　　　ンを実施すること。
　　　・リハビリテーションマネジメント加算（※2～8のいずれか）を算定していること。
※13　開始月から起算して3月以内に以下のいずれにも適合すること。
　　　・生活行為の内容の充実を図る為の専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るため
　　　　の研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること。
　　　・生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、場所及び時間等が記載された計画を
　　　　あらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。
　　　・計画で定めた通所リハビリテーションの提供を終了した日前1月以内に、リハビリテーション会議を開催すること。
　　　・リハビリテーションマネジメント加算（A）・（B）のいずれかを算定していること。
　　　・医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がご利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね
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　　　　1月に1回以上実施すること
※14　次に掲げるいずれの基準にも適合していること
　　　・事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
　　　・ご利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養

　　　　アセスメントを実施し、ご利用者又はその家族に対しその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
　　　・ご利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な

　　　　実施のために必要な情報を活用していること
※15　次に掲げるいずれの基準にも適合していること
　　　・事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
　　　・ご利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも考慮した栄養

　　　　ケア計画を作成していること
　　　・ご利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録して

　　　　いること
　　　・ご利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること
　　　・栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問すること
※16　事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報をご利

　　　　用者を担当する介護支援専門員に提供していること
※17　ご利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該

　　　　情報をご利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
※18　次に掲げるいずれの基準にも適合していること
　　　・言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること
　　　・ご利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員支援相談員その他の職種の物が共同し

　　　　て、ご利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること
　　　・ご利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとと

　　　　もに、ご利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
　　　・ご利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること
※19　上記※19に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報そ

　　　　の他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
※20　上記※19に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報そ

　　　　の他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
※21　次に掲げるいずれの基準にも適合していること
　　　・ご利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省へ

　　　　提出していること
　　　・必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、イに規定する情報その他指定

　　　　通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
※22　以下の基準のいずれにも適合すること。　
　　　・評価対象期間において通所リハビリテーションの提供を終了したご利用者のうち、通所介護・認知症対応型通所介護・
　　　　通所事業その他社会参加に資する取組を実施したご利用者の占める割合が100分の3を超えていること。

　　　　退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導（※）を行った後に、当該者に対する初回の通所リハビリテーションを行った場合に1回に

　　　　限り算定

　　　・評価対象期間中に通所リハビリテーションの提供を修了した日から起算して14日以降44日以内に通所リハビリテーションの
　　　　従業者が、リハビリテーションの提供を終了したご利用者に対して、電話等により、通所介護等の実施状況を確認し記録すること
　　　・リハビリテーション終了者が通所介護等の事業所へ移行するにあたり、ご利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供

　　　　すること。
　　　・12月を通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の27以上であること。
※23　定められた職員数より1名以上配置及び専従の看護職員を1名以上配置し、算定月の前3月間のご利用者数のうち、要介護3以上の

　　　※　利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治医、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状況等に

　　　　　関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画

　　　　ご利用者の占める割合が100分の30以上であること。
※24　若年性認知症ご利用者に対して、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝが実施された場合
※25　要介護度3・4・5のご利用者であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、通所リハビリテーション
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　　　　に反映させること。
※27　所定単位数の86/1000加算。

　　　　を実施した場合
※26　病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が


